
開示の実施について（事務連絡）

最高裁判所事務総局秘書課

下記の司法行政文書について、別添あなたから開示の実施の申出がありました、

のとおり写しを交付します（2通中2通目）。

記

次の文書番号の開示通知書記1記載の各文書

最高裁秘書第2818号

(担当）秘書課（文書開示第二係） 電話03 (4233) 5240(直通）
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渉外第6号

2024年10月2日

綴懲最高裁判所長官 今 崎 幸 彦 殿

全司法労働組合

中央執行委員長 中 矢 正 晴

2024年秋季年末闘争における全国統一要求書

（職場諸要求関係）

2024年秋季年末闘争における全国統一要求鵬暢諸要求関係）を下記のとおり決定しましたの

で､当執行委員会と団体交渉のうえ、誠意をもって要求実現のために努力されることを要求しますb
また､国家公務員法の準用等によって裁判所の職場に大きな影響を受ける要求項目については､政

府および関係当局への強ﾔ働きかけを行うことを求めます6

記

1 人員について

(1) 2025年度予算要求においては、「司法の容量拡大｣の具体化､裁判所のデジタル化や新たな

制度､各種事件処理等に対応できる裁判所の人的充実をはかるため､各職種の大幅な増員要求を

．行うこと。

改正家族法の国会審議において、「必要な人的・物的な体制の整備に努める」との附帯決議が

されたことを踏まえ、家裁調査官の大幅な増員要求を行うこと｡

事件記録等の特別保存に関する新たな運用に基づく事務処理等を適正.迅速に行うため､書記
官等の増員要求を行うこと。

(2)恒潮こしている残業や持ち帰り仕事の解消､職員の健康保持およびﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾗﾝｽの実
現、各種榊殿制度や両立支援制度等の権利行使を保障し､適正･迅速な事件処理に必要な人的態

勢を整備すること｡

(3)メンタルヘルス不調による病休が増加していることを踏まえ、機動的な応援態勢が組めるよう

にするなど、配置定員を柔軟に活用できる仕組みを作ること。また､ 病休等で欠員の状態となっ

ている場合は､最高裁が管理する「空き定員」を当該庁に配付すること｡

（4）人員のシフトはやめ、定員上の増員で対応すること。

（5）定員の設定基準を明らかにするとともに、予算定員に充たない人員を早急に補充すること。

（6）職員が直接行うべき業務の外部委託は行わず、定員上の増員で措置すること。

（7）国家公務員の総人件費削減は行わないこと。

（8）司法サービスの拡充と労働条件の改善をはかるため、総定員法を廃止するとともに、「定員合

理化計画への協力を行わないこと。

また、「定員合理化目標数jを撤廃するよう政府に働きかけること。
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(9)裁判所のデジタル化や大量週膨切を踏まえた人的態勢の整備については､職場実態を踏まえ、

全司法と協議のうえで検討することも ，

2 「国民のための裁判所lの実現について

（1）裁判手続デジタル化をはじめとする各種制度およびその運用について、国民力葬り用し封.く、

国民に信頼されるものとなるよう努めること。

（2）デジタル技術を活用した裁判所利用者蘇り便性向上のとりくみについて、全司法と協議のうえ

で具体化すること。当面、新ウェブサイト（手続案内・申立書式等の標準化を含む, ）はく利用

者の利便性向上と事務処理の簡素化｡効率化に資するものとすること。

（3）裁判所の制度や事務処理態勢に影響を及ぼす霊に関しては､ 職場･職員に検討段階からすべ

て明らかにするとともに､全司法と交渉･協議のうえで具体化するごと。また､法改正をはじめ、

新たに導入される運用や事務処理については、必要な資料を整備するとともにく研修等の機会を

通じて周知徹底をはかること。

、｢組織見直しj.および｢営繕組織の見直し｣について､全司法と協議のうえで具体ｲけること｡‘

また､同見直しを職場環境と職員の処遇の改善につなげること。

(4)小規模地家裁本庁､地家裁支部および独立簡裁が本来の機能を果たせるよう、裁判官の常駐や

書記官の複数配置､庁舎設備の充実など、人的・物的ともに充実‘強ｲ園-ること。また、そのた

めに裁判官の大幅な増員を行うこと｡

（5）国民の逐語録需要に応える速記官制度および調書作成体制の充実をはかること。また、録音反

訳方式については、良質な業者を確保するとともに､ 録音反訳調書の作成に制限がかかることの

ないよう寸十分な予算を確保すること。

(6) 少年押送をはじめとする運転業務を裁判所固有の業務と位置づけ､必要な業務を円滑に遂行す

るために裁判所技官（自動…手)を採用すること｡:当面、酉喧がなくなった庁における代替

方策を尽くすこと。

（7）家庭裁判所の理念に基づく教育的･福祉的･後見的機能を充実･樹上すること。画一的事件処

理､人的充実の伴わない迅速処理の強調をやめること。

（8）少年の健全育成を目的とした少年法の理念を守る立場から､改正少年法に基づく裁判所の運用

を形式的なものとはせず､同法成立時の付帯決議が付された趣旨等を踏まえた適正な運用を行う

こと。

【9)家裁出張所において､家事審判･調停事務が取り扱えるように人的態勢の整備や事務処理織り
の見直しをはかること。

(10検察審査会については、国民の期待する機能と役割が果たせるよう､独立機関にふさわしい予

算の拡充をはじめ、人的･物的な充実をはかること。

3 労働時間短縮･超勤縮減等について

(1)所定労働時間を「1日7時間､週35時間｣ に短縮すること｡その際には､職場実態に見合った

人員配置と必要な予算の確保を行ったうえですすめること｡また､昼休憩を原則60分とするこ

とb

(2)すべての公務職場で年間総実働1, 800時間を早急に達成するための条件整備をはかること｡
（3）勤務時間の割振りにあたっては、育児や介護等の個別事情を抱える職員に対して柔軟な運用を
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行い､安心して働き続けることができる環境を作ること。

（4） 「フレックスタイム制｣ に基づく勤務時間の割振りにあたっては、職員からの申告に基づく割
振りを原則とし、個別事情を抱える職員に対してはさらなる柔軟な運用を行うこと。

(5)勤務間のインターバル確保の必要性も踏まえ、客観的な勤務時間管理を行い､超過勤務の大幅
な縮減とただ働き残業の根絶をはかることb

① ワークライフバランスや職員の健康保持をはかるため、事務の簡詞上・効率化のとりくみを
推進し、実効ある超過勤務縮減対策を行うこと。

②育児や介護等の家族的責任を有する職員については､原則として時間外､休日労働を禁止す
ること。

③ 超過勤務縮減等に関わる労使による協議磯関の設置を義務づけること。

④ 職場の超過勤務の実態を正確に把握し、全司法に対し定期的に開示すること。
L ‐

(6)デジタル技術を活用して事務の簡素化･効率化をはかり､"超過勤務を大幅に縮減すること。

（7）テレワークの実施にあたっては、客観的な勤務時間管理を徹底するとともに､長時間労働を防
止すること。また､実施にかかる費用は本人に負わせないこと｡：

4 職員の健康管理・安全確保等について

（1）長時間・過密労働をなくし、過労死・自殺、疾病､公務災害の予防・根絶など、職員の健康・

安全を確保するため､以下の対策を講じること。

①超勤規制､勤務時間帯等について､実効ある基準を労使協議で策定し､確実な実施を保障す
ること。

② 任命権者ごとに「健康安全管理委員会｣を設置し、一定規模以上の職場には専任の安全衛生

委員を配置すること｡なお､当該組織の構成員に全司法を参加させるとともに､必要に応じて、

当該課題の専門家等も随時､参加・関与できる組織とすること。

③ 病気休職者が発生した職場には、必要な要員を確保する等の対策を講じること。

④ パワーハラスメント防止のための具体的な対策を講じること。

⑤ 各庁における「健康管理懇談会｣.の実施状況を踏まえ、その内容の充実をはかるとともに、

「健康管理懇談会｣,で出された意見に基づき、職場環境の改善をはかること。 、

⑥難遂行に係る安全対策を講じること。とりわけ､当事者等からの暴行･暴言･名誉棄損等
についての対策を講じ､職員および来庁者の安全確保をはかること。

（2）職場の健康診断について、次のとおり充実をはかること。

① 健康診断の受診を促進させるとともに、検診項目についてはガン･生活習慣病、ストレス検

診、青年層の血液検査など、職場や職員の実態､社会の要請に対応した項目とし、健康診断の

充実をはかること。

② 特別定期健康診断の受診を義務づけ、指定範囲外職員についても希望者の受診を積極的に認

・めること。 、

③ 健康管理医をすべての職場に配置し、専門医によるメンタルヘルス・ケアなど、カウンセリ

ング体制の充実をはかり、心の健康づくり対策を強{菌ること。

④ﾃｼﾀﾙ化後も職員が安心して働き続けられる作業管理､健康管理体制等の整備をはかるこ
と。

⑤ 採用時（臨時的任用等を含むb)における健康診断は国の負担で行うこと。
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⑥職員厚生経費の大幅f謡をはじめ､職員の健康｡安全の確保と災害補償､福釆I陣生の改善に

必要な予算を大幅に拡充すること。

（3）ストレスチェック制度について､ 次のとおり充実をはかること。

①職員の自主性の確保､プライバシーの保護およびﾌ麻嘘防止の措置を徹底し､受検率の向上

をはかること。

②集団分析結果に基づく具体的な職場環境改琴を講じること。また､集団分析結果について

は全司法へ開示すること。

③ 裁判所での実施方法や実施体制、集団分析結果に基づく職場環境改善を検討するため、「健

康安全管理委員会」を設置すること｡当面、これらの検討にあたっては、「健康管理懇談会」

‘ を活用し、充実をはかること。

（4）各種ハラスメントを根絶するため、制度周知を含めた研修･啓発等の必要な措置･指導を徹底

すること。また､働きやすし職場環境に努めるとともに､ハラ女メント相談窓口の職員周知を徹

底し､ 同窓口を利用しやすいものにすること。

（5）発災時や緊急事態時においては、特別榊殿や閉ﾉう判断の早期かつ柔軟な運用を行うなど、職員

およひ剰用者の安全を最優先した対応を行うこと。

5 デジタノ以上への対応について

(1)［裁判所のｼｽﾃﾑ最適化割画Jをはじめとした｢情報ｲ“各計画の具体化や職判手続の

ﾃｼﾀﾙ化｣の検討にあたってば全司法と協議し､職員の意見や職場実態を踏まえたうえで行

うこと。

（2）.各種システムの開発・導入および現行システムの改善にあたっては､職場全体の執務実態およ

び職員の意見を十分に踏まえ、他のシステムとの連携や統一的な操作性等にも酉醸し､業務改善

に資するシステムとすること。

（3）職員向けのe事件管理システム(Rooo tS)について､事務の儲素化・効率化に資するシ

ステムとなるよう早急に改修すること｡

（4）現行の「NAV I US」の運用にあたっては、全司法と十分な交渉・協議を尽くし、合意のう

えで実施すること。また､ 事務の簡素化・効率化に資するシステムとなるよう早急に改修するこ

と。 ．

（5）｛裁判識IT化に関する要求書(第1次) ｣ CO19年4月23日付け渉外第26割、 「民事

訴訟手続のIT化に関する意見について」(2020年9月25日渉外第4罰 、「民事訴訟手続の

IT化に関する意見について（第2次)｣ (2020年12月25日付け渉外第12号う、「『民事訴

訟法(IT化関係）等の改正に関する中間試案』に対する全司法の意見書J (2021年3月31日

付け渉外第20罰 、「『民事執行･民事保全･倒産及び家事事件等に関する手続(IT化関係）

の見直しに関する中間試案』に対する全司法の意見書」（2022年9月27日付け渉外第6罰、

｢職ﾄﾘ所のﾃｼﾀﾙ化』に関する意見律1次)」(2022年9月27日付け渉外第5割､:｢職
正民事訴訟規則案』に対する意見等」（2023年8月25日付け渉外第4割および｢刑事手続の

デジタル化に関する全司法の意見」（7月31日付け渉外第2号）の実現にむけて､誠実に対応す

ること。

（6）裁判手続のデジタル化を実現するためのシステム開発にあたっては、国民の利用しやすさや職

員の利用しやすさに配慮した「ユーザーフレンドリーなシステム開発」を行うこと。

砂
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1

また、システム開発のすすめ方等を含めた裁判手続デジタル化の全体像を明らかにすること。

(7)「ｳｪﾌ会議等を定着させるための環境整備｣として､専用の事件関係室(専用パソコン;大
型モニター､通信機器､ｽﾋｰｶｰなど､デジタル関連機器力糒わった法廷等)を全国に整備す
ること｡あわせて､デジタル化やペーパーレス化をすすめていくための職員用タブレットの貸与・

配布や庁舎内におけるwi-Fi環境を整備すること｡

( 8) MiCroSOft365を活用した「情報の集約と共有」をはかり、適正q迅速な事務処理ができる仕組
みを構築すること。当面、組織的な情報伝達という視点に立ってコミュニケーションツールの全

国的な運用指針を示すこと。

また､courtsポータルについて､検索しやすいように情報を整理するとともに､職員の意見や

職場実態を踏まえた運用を行うこと。

（9）「通信環境の基盤霊"罰にむけて、膨大なサーバー容量と通信環境の強化をはかり、通信容量

や通信速度の確保など､IT情報基盤の抜本的謝上をはかること。

まだ既存の各種システムおよびネットワーク機器について、保守契約の見直しも含めた対応

を行うこと。

(10）裁判所のデジタル化にむけた専門部課を下級裁に設置すること。

(11）デジタル化に関する研修体制の抜本的改善と専門スタッフの養成を組織的に行うこと。また、

ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾆｱ(S E)の配置やﾃｼﾀﾙ化ｻﾎｰﾄ態勢の整備など､トラブル‘アクシデ

ント対応を機敏に行うとともに､非常時における危機管理体制の整備をはかること。

6 労働基本権の確立について

（1）憲法第28条の原則に立った基本的人権として、IID勧告等の国際基準に沿った労働基本権の

全面的な回復を実現すること｡

（2）職員団体のための職員の行為の制限（国公法第108条の6）を廃止すること｡，

(3)公務における団結権の保護および雇用条件決定手続に関する1ID第151号条約を批准するこ

、′と。

（4）労働組合の団結と自治を破壊する組織介入、不当労働行為は一切行わないこと。

（5）賃金・労働時間等の労働条件に関わる事項はすべて交渉対象とし、最高責任者による対応を行

うなど、全司法との団体交渉を誠実に実施すること。

7 民主的公務員制度の確立について

（1）公正・中立・民主的な公務員制度の確立にむけて、国民的な議論を保障するとともに、関係労

働組合や専門家の意見を踏まえた慎重な検討を行うこと。

（2）公務員の政治的行為の制限を撤廃し､市民的権利を十全に保障すること。

（3）公務労働者が職務に専念できる中立･公正な給与･人事行政を確立し､公務員の身分保障を形

骸化させないこと。

また、労働組合参加による公平で透明な人材育成・登用策のための民主的なルールを確立し、

採用区分に関わらず、職員の大幅な登用をはかること。

（4）裁判所における人事評価制度は、公正さ公平性､ 透明性､客観性､納得性を備えた職員参加、

育成重視型の仕組みを確立し､短期の評価結果を賃金に直結させる評価制度としないこと。

また、人事評価の運用にあたってはミ全司法と十分な交渉・協議を尽くし、合意のうえで実施
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すること。あわせて、評価結果の全面開示、第三者鯛謁による民主的な苦情処理システムを確立

するとともに､苦情処理システムに全司法の参画を認めること。

8 高齢者雇用･再任用制度の改善等について ．

（1）「定年の引上げ等に関する全司法の意見についてJ (2022年8月24日付け渉外第2罰の実

現にむけて、誠実に対応すること。

また､国会の附帯決議に基づき、定年延長に伴い生じる諸課題については､全司法と協議のう

えで具体化すること｡

(2) 定年前再任用短時間勤務制度、暫定再任用短時間勤務備岐の運用にあたっては､職員の希望に

応じた働き方を確保することを基本に、非常勤職員として採用されることを踏まえ、職場の繁忙

解消やワークライフバランスが実現できる人的態勢を整備すること。

（3）早期退職募集制度の運用にあたっては、本人の自発的な申出に基づくものとし、退職勧奨は行

わないこと。

（4）退職年金や退職手当等の退職給付の支給水準については、奔騰変更を行わず､維持・改善す

ること。また、支給時期については､個々の事情に対応するため、本人が選択できるようにする

こと。

9 職員制度に関する要求について

（1）裁判所の職員制度政策は、民主的な司法制度・公務員制度を確立する観点で検討をすすめると

ともに、全司法との交渉・協議のうえで具体化すること｡

（2）裁判所職員総合研崎の運営は､研修生の要望等も踏まえて実施すること。また､研修の内容

については､裁判手続デジタル化や割罐の職務･職責､事務処理態勢の変化等も踏まえて、職

場・職員のニーズに対応したものとすること。当面、以下の措置をはかること。

① 国民の要求に応える高度な専門的知識を習得するための研修カリキュラムへのいっそうの改

善と研修環境の整備･充実を行うこと。

② 職種の専門性の維持・発展の観点から､分野ごとに教官を配置すること。

③ 効率性のみを理由とした職種間の合同研修は実施しないことb

特に､調査官研修部門におし､ては､ 家裁調査官の職務の特殊性と重要性を踏まえた研修とす

ること。

‘④ 研修にあたづて研修生の経済的･心理的負担が増えないよう配慮すること。入寮にあたって

は、研修生の希望を尊重すること｡．

⑤ 裁潤厨職員総合研修所のIT環境を改善すること。

（3）各種研修について、「討論｣偏重ではなく、知識付与を目的としたカリキュラムとするこど。

あわせて、異動期等における職務導入研修の実施を徹底すること。

（4）主任書記官･主任家裁調査官･課長･課長補佐･専門官等の発令は､原則として自庁発令とし、
公平･民主的に昇任させること｡なお、選考の実施状況およびその結果、発令実績を全司法に開

示すること。、

(5).主任速記官については､今後も従前の運用を継続して発令の維持に努めるとともに、公平･民

主的に昇任させること。

(6)検審局長､係長等については､原則として自庁発令し､公平･民主的に昇任させること。
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(7)適正手続の保障やコンブライアンスの要請を踏まえつつく通達の改廃を含め､効率的な事務処

理を可能とする各種事務の見直しを行うこと。

（8）書記宮試験を見直す場合は､全司法との交渉･協議のうえで具体化すること。

（9）書記官については、公証官としての基本的役割に加え、職責の高まりに応じた独立官職として

の職務評価を抜本的に高めること。

(10)専任事務官については､ ｢退職までに誰でも5細枠組みの完成参事官室提言､I陣務官制

・度に関する全司法の意見について」（2020年4月28日付け渉外第30割および『「事務官研修

体系に関する全司法の見直し案」（第78回定期大会決定)を踏まえ､全司法の意見を十分に反映

した研修､･育成､配置と異動、処遇等の面で専P誰を中心に据えた職員制度への転換をはかるこ

と。当面、以下の措置をとること。

① ジグザグ昇進政策を直ちに見直し、「組織見直し」を契機に書記官等有資格が占めている事

・務局のポストへの任用を積極的にすすめることb

②支部･簡裁庶務課長への専任事務官の登用や訟廷組織の見直しによるポスト新設など、事務

官ポストの拡充をはかること。当面、すべての地家裁本庁に訟廷管理係長ポストを作ること。

③ 専門官・専門職といった事務官スタッフポストを増設すること。当面すべての地家裁に新

たな類型の専門職ポストを作ること。

(11）「事務官制度に関する全司法の意見について」値020年4月28日付け渉外第30罰および｢事

務官研修体系に関する全司法の見直し案」（第78回定期大会決定)の実現にむけて､誠実に対応

すること。当面、人材育成にあたっては、研修や配置のあり方を含め、若手から中高年まで個々

の職員の経験や資質に応じた一貫性・継続性を持った育成を行うこと｡

(12)法廷警備員制度については､職場実態に対応した職務内容とし､ 独立官職としての職務評価を

高めるとともに、以下の措置をとること。

① 配置人員・職務内容･研修については、当該職場・全司法との協議を行い、合意のうえで見

直すこと。

② 希望する職員については補職解除を行うこと。

(13）速記官については､裁判官・当事者（国司，在野法曹の「速記官による逐語録」の要請に応

えられるよう養成を再開し､ 司法制度改革の具体化も踏まえて、速記官制度の維持･充実をはか

るとともに､処遇と執務体制を抜本的に改善すること｡当面､以下の具体的な措置をはかること。．

① 電子速記タイプライターの継続的な整備、予備機･代替磯の確保､計画的な保守・更新を行

うこと。また､業務に必要な電子速記タイプライターの消耗品を官支給すること｡

②q 陵はじめとするｺﾝﾋｭｰﾀｰ利用の速記ｼｽﾃﾑの具体的な研究開発を当

、

Ｆ
Ｌ

~－、

」局の責任において行うこと

③ 速記官の人員配置については､ 異動要求を踏まえ、速記官の本来の役割が十分発揮できるよ

うな態勢とすること。特に、1人庁配置については、その回避にむけた政策を講じること。

④ 録音反訳部も含めた必要な事件への速記官の立会事件の割り振りについては､速記官を関わ

らせるとともに､柔軟な対応を認めるこ と。また､執務環境の変更等を行う際には､職場およ

び速記官の意向を十分尊重すること。

⑤ 速記官中央研修を継続すること。またも高裁ブロック研修を実施すること。

⑥ 司法サービスのいっそうの向上と処遇改善の観点から、速記官の「職務内容のあり方」につ

いて、全司法と誠実に協議のうえで抜本的な改善をはかること。
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⑦今後も、執務に必要な周辺機器を癖勺に整備すること。

(14）家庭裁判所の理念に基づく教育的・福祉的･後見釣機能を担っている家裁調査官の職務評価を

高め､広域かつ磯械的な異動政策をやめること｡
指導監督は、専門職種である家裁調査官の自主性･独立性を尊重して民主的に行い、管理強化

に利用しないこと6 ．

(15）「家庭裁判所調査官の育成のための新たな施策について」（育成新施策)の見直しにあたって､全司

法と十分な交渉j協議を行うとどもに、「家裁調査官の育成新施策の見直しに関する要求書」に基づ

き、当面、以下の措置を行うこと。〃

① 異動は､本人の希望や結婚も育児・介護などの家庭事情等を最大限考慮すること。”

② 異動にあたっては､明確な意向打診と内示を行い､本人の理解と納得のうえで実施すること。

③庁規模の基準を撤廃し､ 本人の意向および人材育成の観点を踏まえた柔軟な配置と運用を行

うこと。また、転居を伴う異動内示は、遅くとも12月中に行うこと.

④ 任官後の異動に際しては宿舎を確保するとともに、家裁調査官補に対し、宿舎や各種手当等

の異動に関する情報を十分に提供すること。

⑤ 実務修習については、グループ修習ではなく、1対1による指導とすることも含め、そのあ

り方を抜本的に見直すこと｡

⑥ 実務修習スケジュールを見直し、振り返りや自己研鎖が可能となるよう、余裕を持ったスケ

ジュールとすること｡また､実務修習が勤務時間を超えた場合は超過勤務手当を支給すること。

⑦ 主任家裁調査官の指導能力の向上をはかること。

⑧ ｢指導担当者補佐」の業務範囲を明確にするとともにf負担軽減に努め､‘事務分担の調整や

権利行使について特段の配慮を行うこと。

⑨ 実務修習期間中の家裁調査官補および指導担当者が希望どおり伽農取得できるよう、環境整

備をはかること。

⑩ 小規模庁(本庁・支部）においても若手家裁調査官の育成が可能となるよう、態勢整備をは

かること。

(16)営繕技官については､裁判所の特殊性を踏まえた営繕技官の役割を明確にし、職務評価の向上

・をはかること。

(17）行（二）職については、安心して働き続けられるよう、将来の方策を具体的に明らかにするこ

と。

(18)医療職員制度を確立し､医療職の職務評価を高めること。また､看護師の中央研修を実施する

とともに、高裁ブロック研修を定期的に実施すること。

(19)医療職俳常勤）にパソコンを配布し、J･NET環境を整備すること。

10 採用･蘂助について

（1）採用にあたっては､欠員が生じることなく､必要な人員を採用するための方策を検討し、具体
化をはかること。

（2）新規採用者の採用地については、本人の希望を尊重すること。

（3）非常勤職員の更新に係る公募要件を撤廃し､常勤化をすすめて雇用の安定をはかること｡当面、

ステップアップ制度を積極的に活用し、希望する非常勤職員を常勤職員として採用すること。

（4）成績主義、能力主義に基づくジョブローテーションは行わないこと。
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（5）異動にあたっては、異動希望者の意向を最大限に尊重し、不要･不急および一方的9強制にわ

たる異動を行わないこと。異動計画の策定は異動発令日の3か月前に完了し、異動内示は少なく

とも異動発令日の最低1か月前までに行うこと。特に転居を伴う場合は、遅くとも異動発令日の

3か月前までに行うようにすること｡ ：

（6）家庭生活と職業生活が両立できる異動計画を策定すること。特に、育児や介護を有する職員に

配慮すること。

11 宿舎の改善について

（1）公務員宿舎の入居にあたっては､入居希望者からの意見聴取を行うなど､個別事情を考慮した

柔軟な運用を行うこと。

（2）「公務員宿舎への入居が認められる類型」の運用基準をなくし、入居希望者全員が入居できる

よう、必要な戸数を確保すること。

（3）現行の級による入居区分を撤廃し、家族構成に応じたものに改正すること。また､宿舎の規格

を尤幅に改善すること。

(4)宿舎の雛に支障のある個所は廃止の有無を問わず修繕を行い､存置する宿舎のｾｷｭﾘﾃｨ
対策､耐震化等の宿舎設備の充実をはかること。

（5）退去時の修復費の個人負担は、経年劣化によるものは求めないこと。また、原状回復基準に建

築年数、耐用年数等による逓減措置を加味すること。

(6)宿舎･駐車場使用料の値上げを行わないこと｡また､使用料の見直しにあたっては､経過措置

をとるなど、入居者の生活実態に十分配慮するとともに、入居者に納得のいく説明を行うこと。

（7）宿舎に関わる事項については《職員の労働条件として全司法の意見を十分に反映すること。

12 旅費･庁費等の予算の増額について ．

（1）旅費について、級による差別支給を廃止し、特急料金や日当・宿泊費等は実態に見合った支給

基準の改善とそれに必要な旅費法の改正を行うとともに、旅費申請手続を簡略ｲl封宇ること。

なお、特急包括協議路線については、原則として特急料金を支給する運用とすること。

(2)公共交通機関が発達していない地域への出張等は、タク シー利用を柔軟に認めること｡ また、

タクシー利用に係る疎明資料の提出を不要とするなど、申請手続を簡素化すること。 ←

(3)赴任旅費について、三社見積の撤廃をはじめとした運用を改善すること。また､移転料等の申

請手続を簡素化し､速やかに支給すること。

(4)淘帯、う畷跡<料、外注警備、物品整備をはじめとする一般庁費等を大幅に増額すること。

（5）超過勤務手当について、いわゆるただ働き残業の実態を解消するため、必要な予算措置を講じ

ること。

(6)除雪･排雪予算、除灰予算等を十分に確保すること。

（7）公契約のあり方を抜本的に改善する立場から、司法サービスの低下や業務委託6派遣労働者の

労働条件悪化を招く下請け単価切り下げ等の一律的なコスト肖鰔を行わず、適正な人件費確保と

公的労働に相応しし処遇を実現できる予算確保をはかること。

なお､公契約にあたっては､価格のみの競争によることなく､契約履行の実効性や銅生､労

働者の労働条件確保など、総合的に勘案して決定すること。

(8)物理的･機能的･社会的劣化などの解消をはかり、快適で安全な執務環境の確保に必要な予算
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を大幅に増額すること。

13 休暇・休業・次世代育成支援対策等について

（1）「女性活躍推進法に基づく裁判所特定事業主行動計画を実効あるものにするため、職場環境

の整備を行うこと。同計画の実施にあたっては､意識改革のみにとどまらず､人的態勢の整備や

事務処理体制の見直しを行い、権利の行使しやすい職場にすること。

（2）有給休暇を年間30日とするとともに､完全取得できるような環境を整備すること。また､年次

榊農の繰越日数制限は撤廃すること｡…、

（3）夏季榊殿を10日間とすること。当面､すべての職員が夏季休暇を完全に取得できるようにする

こと。

(4)結婚例蝦を1週間以上に延長し、「士・日カウント｣や｢連続固定化｣をやめるとともに､取
得期間の制限を緩和ずること。

(5)育児休業制度については､次世代育成支援の視点で誰もが取得しやすV蝿暢環境を整えること。

また､取得にともなうｵ茅ll益等を是正し、育児休業中の所得保障を拡充すること｡・

代替要員については､同一I罐で全期間確保し､臨時的任用および任期付採用など､採用形態
に関わる年金・賃金等の労働条件について採用者に対する事前説明を徹底し、本人の希望に応じ

た採用形態とすること。また、代替要員の賃金を大幅に引き上げること。

(6)育児時間や育児短時間勤務等の制度を利用する職員について、短縮後の勤務時間を踏まえた事

務分担等の見直しをはじめとした業務量の調整を確実に行うなど、各種制度を取得しやすい職場

環境とすること｡まだ育児時間の対象となる子どもの年齢を小学校低学年まで延長すること｡

（7）保育時間を1日120分、3歳までの取得に延長し、父母同時取得を可能にすること。

（8）両親学級の椒段を制闘上すること。

（9）介護榊殿制度については、以下の拡充､運用の改善をはかること。また､介護のための短時間

勤務制度について早急に制函上を検討すること。

①取得期間を延長 延べ365日以上）すること。

②取得方法を改善(断続取得の場合の延べ取得､同一疾病についての再取得､要介護期間の制
限撤廃等）すること。

③ 代替措置を明記し、所得保障を拡充すること。

(10）「家族のための看護休暇」を新設すること。

当面、子の看護休暇については、子ども一人につき5日以上とし、対象年齢を義務教育年齢と

する等の拡充をはかること。また､学佼保健法等による登園･登校停止のある病気について､別

枠で休暇を取れるようにすること。

(11）､｢子どもの予防接種(\勘児の伝染病予防露等）、学級閉鎖､健康診断幼稚園･保育園、

学校等の行事の榊段」を新設すること。

(12）不妊治療のための出生サポート娘殿について､職員のプライバシー保護の観点も踏まえた配慮

を行い､必要な職員が取得できるようにすること｡また､不妊治療のための助成をおこなうこと。

('3)新型ｺﾛﾅをはじめ､感染症拡大防止にかかる榊殿等を拡充･新設すること。
(14）長期勤続榊殿（リフレッシュ休暇) について経済的措置を含めて早期に制度化すること。

（15)非常勤職員の例馴読渡について､不合理な相違を解消して､常勤職員と同等の制度とすること。その

ためにも以下を早急に実現すること。
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ア 病気榊殿をはじめとした無給とされている榊農を有給とすること。

イ 年次有給休暇を採用時から取得できるようにすること｡

ウ病気休暇、子の看護休暇における取得制限を撤廃すること。

14 ジエンダー平等について

（1）公務における真の男女平等を実現するため､採用・任用・昇任･昇格をはじめ､雇用の全段階
における間接差別を含めた男女差別を禁止すること。また、制裁･罰則の新設､救済制度の拡充

等の整備を行うこと。

（2） 「女性活躍推進法に基づく裁判所特定事業主行動計画lで定めた数値目標を達成するため、各
高裁に推進会議を設置するなど、実効性ある方策を講じること。また、「計画｣の具体化にあた

っては、全司法および職場と十分協議し、合意のうえですすめること。

(3)女性の登用を拡大し､役職段職ljに占める女性の割合を男女の職員構成比に応じたものとする
こと。そのためにも、女性の採用､研修｡育成､昇任･昇格にあたっては､積極的な改善策を策定

すること。

（4）「秘書的業務」をなくすこと。

（5）女性の法廷立会にあたっては、母性保護等の権利が取得しやすいようにすること。

（6）母性保護の権利について、以下の拡充をはかるとともに､ その諸権利を全面的に行使できるよ

う､管理職への燐を徹底すること｡当面､女性の健康問題に関する研修や知識付与のとりくみ
を行うこと。

また、祷り行使に基づく一切の不利益扱いをしないこと。

①生理休暇制度の趣旨を職員に周知･徹底すること。生理俄農を特別休暇に戻すこと。
② 産前休暇を8週間、産後休暇を10週間とし、産前6週間の就業禁止期間を設けるとともに、

すべての職務に任期付職員でない正規職員による代替措置を講じること。

③ つわり､妊娠障害、更年期障害に関わる知識付与を行うとともに、休暇等の措置を制園上す

ること｡．

④妊産婦の時間外.休日労働､鱗‘出産等に有害な業務を原則として禁止することを徹底指
導するとともに、軽易な業務への転換、労働軽減を保障するため､必要な代替措置を講じるこ

と。

⑤ 妊娠中の通勤緩和を2時間に延長すること。

⑥各裁判所に、女性の休養室､更衣室等を設置し､設備を充実すること。

（7）性的マイノリテイの職員や裁判所利用者への偏見や差別を防ぐために必要な措置を講じること。

15 宿日直等について

(1)「『宿日直制度の見直しを求める提言際62回定期大会決定)』の見直し｣、吟状センター

設置に関する要求書」（2019年1月28日付け渉外第18割および剛事手続のデジタル化に関

する全司法の意見j(7月31日付け渉外第2号うに基づき、令状センターをすみやかに実現する

こと。

（2）職員の宿日直の負担を軽減するため、以下の要求を実現することb

① 宿日直の令状・勾留事務について、実態に合わせて超過勤務とすること。

② 宿直明けの職員に対する代休等の制度について検討すること。当面、身体.･健康への負担や
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翌日の執務への影響を緩和させるため、睡眠時間確保にむけた方策を検討すること。

③裁判官の泊まり込み態勢や劃弛理錘を拡大すること。

（3）時間外の令状事務は本庁等に集約し､ 連絡員体制は廃止する とともに、連絡員体制の運用にあ

たって全司法と協議すること。

'16 権利について

1992年3月18日事務総長見解および20 24年6月13日の事務総長交渉における最高

裁回答ならびに2023年10月13日最高裁長官発言を踏まえ、全司法の各級機関と誠実に対応

すること。

また、以下の要求を実現すること。

① 労使慣行は尊重すること。

② 団体交渉(青年部・女性部等を含むb)の制限・拒否をしないこと。

③ 組合行事についての会議室使用制限をしないこと。その際、外部講師の参加を制限しないこ

と。 ．

④ 一切の不当労働行為を行わないこと。

⑤ 不当処分による乃剰益是正を行うこと。

⑥ リボン・プレート禁止通達と庁舎管理規程を撤廃すること。

⑦ 管理職指定率を縮小すること。当面､速記管理官･主任家裁調査官･主任書記官｡首席技官・

守衛長を管理職指定から外すこと6また、管理職ポストの一方的な新・増設を行わないこと。

17社会保障・共済制度の改善について

（1）組合員サービスの低下につながる組織の統合は行わないこと。

（2）共済組合に関わる要求について、使用者である最高裁の責任として団体交渉に応じること。

（3）以下のとおり、裁料断共済組合の自主性を尊重するように財務省に主張するとともに､制度改

善を行うよう、関係機関に意見を申し出ること。

① 労使の負担割合を3対7に変更し、掛金率を引き下げること。また、標準報酬の算定基礎と

なる報酬から通勤手当･住居手当等を除外すること。

②厚生年金保畔+の引き上げ･年金支給水準の引き下げを行わず、退職後も安心して生活でき

る新たな年金制度を確立すること。

③ 高齢者医療制度への短期掛金からの拠出をやめ、国の責任と負担で医療給付内容を充実させ

ること｡また、健康保険･共済短期掛金の本人10割給付、老人医療の無1s儲り度を復活させるこ

．‘と｡“

④介護保険制度の見直しを抜本的に行い全額国庫負担とし、ゆきとどいた介護を誰もが安心し

て受けられる公的介護保障制度とすること。

⑤2013年4月に見直された”ﾛ給付については､再開にむけた検討を行うこと｡とりわけ、

結婚手当金の給付を行うこと。

⑥ 育児休業・介護休業手当金は国の負担とし、全期間支給すること。

（4）裁判所職員が気軽に相談できる年金・医療等の相談窓口を開設するなども日常的な社会保障制

度に関する体制・施設を充実･謝上すること｡

（5）裁判所共済組合各支部に｢運営委員会（労使同数の委員で構嗣」を設置し、支部監査員に全司
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法推薦α期合員を任命すること。

（6）直営診療所の運営については経営責任を明確にし、赤字を理由とする機械的な人員削減は行わ

ず､十分な協議を尽くすとともに､共済圀瞬職員の雇用と処遇の確保に最大限の努力を行うこと。

(7)組合員へのサービスを維持・充実させるため、万全の人的態勢を確保すること。

以 上

I

》

I

卜
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